
議

案

第

一

号 

 
 

 

港

区

暴

力

団

排

除

条

例

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

六

年

二

月

十

九

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

暴

力

団

排

除

条

例
 

（

目

的

） 

第

一

条 

こ

の

条

例

は

、

港

区

（

以

下

「

区

」

と

い

う

。

）

に

お

け

る

暴

力

団

排

除

活

動

に

関

し

、

基

本

理

念

 

 

を

定

め

、

区

、

区

民

等

及

び

事

業

者

の

責

務

を

明

ら

か

に

す

る

と

と

も

に

、

暴

力

団

排

除

活

動

を

推

進

す

る

 

た

め

の

措

置

等

を

定

め

、

も

っ

て

区

民

等

の

安

全

で

平

穏

な

生

活

を

確

保

し

、

及

び

事

業

活

動

の

健

全

な

発

 

展

に

寄

与

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

 

（

定

義

） 
 

第

二

条 

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

 

ろ

に

よ

る

。 

 

一 

暴

力

団 

暴

力

団

員

に

よ

る

不

当

な

行

為

の

防

止

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

三

年

法

律

第

七

十

七

号

。

 



以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

二

条

第

二

号

に

規

定

す

る

暴

力

団

を

い

う

。

 

 
二 

暴

力

団

員 

法

第

二

条

第

六

号

に

規

定

す

る

暴

力

団

員

を

い

う

。

 

 

三 
暴

力

団

関

係

者 

暴

力

団

員

又

は

暴

力

団

若

し

く

は

暴

力

団

員

と

密

接

な

関

係

を

有

す

る

者

を

い

う

。

 

 

四 

区

民

等 

区

内

に

居

住

し

、

勤

務

し

、

在

学

し

、

若

し

く

は

滞

在

し

、

又

は

区

内

を

通

過

す

る

者

を

い

 

う

。 

 

五 

事

業

者 

区

内

に

お

い

て

事

業

（

そ

の

準

備

行

為

を

含

む

。

以

下

同

じ

。

）

を

行

う

法

人

そ

の

他

の

団

 

体

又

は

事

業

を

行

う

場

合

に

お

け

る

個

人

を

い

う

。 

 

六 

警

察

等 

警

察

署

そ

の

他

関

係

機

関

を

い

う

。 

 

七 

暴

力

団

排

除

活

動 

暴

力

団

員

に

よ

る

不

当

な

行

為

を

防

止

し

、

及

び

こ

れ

に

よ

り

区

民

等

の

生

活

又

 

 
 

は

区

内

に

お

け

る

事

業

活

動

に

生

じ

た

不

当

な

影

響

を

排

除

す

る

た

め

の

活

動

を

い

う

。 

（

基

本

理

念

） 

第

三

条 

暴

力

団

排

除

活

動

は

、

暴

力

団

が

区

民

等

の

生

活

及

び

区

内

に

お

け

る

事

業

活

動

に

不

当

な

影

響

を

 

与

え

る

存

在

で

あ

る

と

の

認

識

の

下

、

暴

力

団

と

交

際

し

な

い

こ

と

、

暴

力

団

を

恐

れ

な

い

こ

と

、

暴

力

団

 

に

資

金

を

提

供

し

な

い

こ

と

及

び

暴

力

団

を

利

用

し

な

い

こ

と

を

基

本

と

し

て

、

区

、

区

民

等

、

事

業

者

及

 

び

警

察

等

と

の

連

携

及

び

協

力

に

よ

り

推

進

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

適

用

上

の

注

意

）

 

第

四

条 

こ

の

条

例

の

適

用

に

当

た

っ

て

は

、

区

民

等

及

び

事

業

者

の

権

利

を

不

当

に

侵

害

し

な

い

よ

う

に

留

 



意

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 
（

区

の

責

務

） 

第

五

条 
区

は

、

区

民

等

及

び

事

業

者

の

協

力

を

得

る

と

と

も

に

、

警

察

等

と

の

連

携

を

図

り

な

が

ら

、

暴

力

 

団

排

除

活

動

に

関

す

る

施

策

を

総

合

的

か

つ

効

果

的

に

推

進

す

る

も

の

と

す

る

。 

（

区

民

等

の

責

務

）
 

第

六

条 

区

民

等

は

、

第

三

条

に

規

定

す

る

基

本

理

念

に

基

づ

き

、

次

に

掲

げ

る

行

為

を

行

う

よ

う

努

め

る

も

 

の

と

す

る

。 

 

一 

暴

力

団

排

除

活

動

に

資

す

る

と

認

め

ら

れ

る

情

報

を

知

っ

た

場

合

に

は

、

区

又

は

警

察

等

に

当

該

情

報

 

を

提

供

す

る

こ

と

。

 

 

二 

区

が

実

施

す

る

暴

力

団

排

除

活

動

に

関

す

る

施

策

に

参

画

し

、

又

は

協

力

す

る

こ

と

。 

 

三 

暴

力

団

排

除

活

動

に

自

主

的

に

、

か

つ

、

相

互

に

連

携

し

て

取

り

組

む

こ

と

。 

（

事

業

者

の

責

務

）

 

第

七

条 

事

業

者

は

、

第

三

条

に

規

定

す

る

基

本

理

念

に

基

づ

き

、

前

条

各

号

に

定

め

る

行

為

を

行

う

よ

う

努

 

め

る

と

と

も

に

、

従

業

員

の

安

全

及

び

事

業

の

適

正

か

つ

円

滑

な

実

施

を

確

保

す

る

た

め

、

暴

力

団

排

除

の

 

た

め

に

適

切

な

措

置

を

講

ず

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。
 

（

暴

力

団

の

威

力

を

利

用

す

る

こ

と

の

禁

止

） 

第

八

条 

区

民

等

及

び

事

業

者

は

、

債

権

の

回

収

、

紛

争

の

解

決

等

の

た

め

に

、

暴

力

団

員

を

利

用

す

る

こ

と

、

 



 

自

己

が

暴

力

団

又

は

暴

力

団

員

と

関

係

が

あ

る

こ

と

を

認

識

さ

せ

る

こ

と

等

に

よ

る

相

手

方

に

対

す

る

威

圧

 

そ

の

他

の

暴

力

団

の

威

力

を

利

用

し

て

は

な

ら

な

い

。 

（

暴

力

団

等

に

対

す

る

利

益

供

与

の

禁

止

） 

第

九

条 
区

民

等

及

び

事

業

者

は

、

暴

力

団

の

威

力

を

利

用

し

、

暴

力

団

の

活

動

を

助

長

し

、

又

は

暴

力

団

の

 

運

営

に

資

す

る

こ

と

を

目

的

と

し

て

、

暴

力

団

若

し

く

は

暴

力

団

関

係

者

又

は

こ

れ

ら

の

も

の

が

指

定

し

た

 

者

に

対

し

て

金

品

そ

の

他

の

財

産

上

の

利

益

を

供

与

し

て

は

な

ら

な

い

。

 

（

誓

約

書

の

提

出

）

 

第

十

条 

食

品

衛

生

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

二

百

三

十

三

号

）

第

五

十

二

条

第

一

項

に

基

づ

く

飲

食

店

営

 

業

の

許

可

を

受

け

た

者

の

う

ち

、

区

内

に

お

い

て

営

業

を

営

む

も

の

は

、

前

二

条

に

規

定

す

る

事

項

を

遵

守

 

す

る

こ

と

等

を

記

載

し

た

誓

約

書

を

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２ 

区

長

は

、

前

項

に

規

定

す

る

誓

約

書

を

提

出

し

な

い

者

に

対

し

、

必

要

な

助

言

又

は

指

導

を

す

る

こ

と

が

 

で

き

る

。 

（

区

の

行

政

対

象

暴

力

に

対

す

る

措

置

） 

第

十

一

条 

区

長

は

、

法

第

九

条

第

二

十

一

号

か

ら

第

二

十

七

号

ま

で

に

掲

げ

る

行

為

（

同

条

第

二

十

五

号

に

 

 

掲

げ

る

行

為

を

除

く

。

）

そ

の

他

の

行

政

対

象

暴

力

（

暴

力

団

関

係

者

が

、

不

正

な

利

益

を

得

る

目

的

で

、

 

 

区

又

は

区

の

職

員

を

対

象

と

し

て

行

う

違

法

又

は

不

当

な

行

為

を

い

う

。

）

を

防

止

し

、

区

の

職

員

の

安

全

 

 

及

び

公

務

の

適

正

か

つ

円

滑

な

執

行

を

確

保

す

る

た

め

の

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

も

の

と

す

る

。

 



（

区

の

事

務

事

業

に

係

る

暴

力

団

排

除

措

置

） 
第

十

二

条 

区

長

は

、

補

助

金

、

利

子

補

給

金

等

の

交

付

又

は

貸

付

金

の

貸

付

け

（

以

下

「

補

助

金

等

の

交

付

 

 

等

」

と

い

う

。

）

、

公

共

工

事

等

の

区

の

契

約

、

区

民

等

と

の

協

働

に

よ

る

事

業

そ

の

他

の

区

の

事

務

又

は

 

事

業

に

よ

り

、

暴

力

団

の

活

動

を

助

長

し

、

又

は

暴

力

団

の

運

営

に

資

す

る

こ

と

と

な

ら

な

い

よ

う

、

暴

力

 

団

及

び

暴

力

団

関

係

者

の

関

与

を

防

止

す

る

た

め

に

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

も

の

と

す

る

。 

２ 

区

長

は

、

補

助

金

等

の

交

付

等

が

、

暴

力

団

の

活

動

を

助

長

し

、

又

は

暴

力

団

の

運

営

に

資

す

る

と

認

め

 

 

る

と

き

は

、

補

助

金

等

の

交

付

等

を

せ

ず

、

又

は

既

に

補

助

金

等

の

交

付

等

を

し

た

も

の

に

つ

い

て

返

還

さ

 

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

３ 

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

補

助

金

等

の

交

付

等

を

せ

ず

、

又

は

既

に

補

助

金

等

の

交

付

等

を

し

た

も

 

の

に

つ

い

て

返

還

さ

せ

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

第

十

六

条

の

港

区

暴

力

団

排

除

審

議

会

の

意

 

見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

意

見

を

聴

く

時

間

的

余

裕

が

な

い

と

き

、

当

該

補

助

金

等

の

交

 

付

等

が

暴

力

団

の

活

動

を

助

長

し

、

又

は

暴

力

団

の

運

営

に

資

す

る

こ

と

が

明

白

で

あ

る

と

き

そ

の

他

特

別

 

な

事

由

が

あ

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。 

（

公

の

施

設

に

お

け

る

暴

力

団

排

除

措

置

） 

第

十

三

条 

区

長

若

し

く

は

教

育

委

員

会

又

は

指

定

管

理

者

（

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

 

号

）

第

二

百

四

十

四

条

の

二

第

三

項

に

規

定

す

る

指

定

管

理

者

で

区

が

設

置

す

る

公

の

施

設

を

管

理

す

る

者

 

の

う

ち

、

利

用

の

承

認

に

係

る

権

限

を

付

与

さ

れ

た

も

の

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

は

、

区

が

設

置

す

る

公

 



の

施

設

の

利

用

者

に

つ

い

て

当

該

公

の

施

設

の

利

用

の

目

的

又

は

内

容

が

暴

力

団

の

活

動

を

助

長

し

、

又

は

 

暴

力

団

の

運

営

に

資

す

る

も

の

と

認

め

る

と

き

は

、

当

該

公

の

施

設

の

利

用

に

つ

い

て

定

め

る

他

の

条

例

の

 
規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

公

の

施

設

の

利

用

の

承

認

又

は

許

可

（

以

下

「

承

認

等

」

と

い

う

。

）

を

せ

ず

、

 

又

は

当

該

利

用

の

承

認

等

を

取

り

消

す

こ

と

が

で

き

る

。

 

２ 

区

長

若

し

く

は

教

育

委

員

会

又

は

指

定

管

理

者

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

利

用

の

承

認

等

を

せ

ず

、

又

は

 

 

利

用

の

承

認

等

を

取

り

消

そ

う

と

す

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

第

十

六

条

の

港

区

暴

力

団

排

除

審

議

会

の

 

意

見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

意

見

を

聴

く

時

間

的

余

裕

が

な

い

と

き

、

当

該

公

の

施

設

の

 

利

用

の

目

的

又

は

内

容

が

暴

力

団

の

活

動

を

助

長

し

、

又

は

暴

力

団

の

運

営

に

資

す

る

こ

と

が

明

白

で

あ

る

 

と

き

そ

の

他

特

別

な

事

由

が

あ

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

（

指

導

及

び

勧

告

）

 

第

十

四

条 

区

長

は

、

第

十

二

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

補

助

金

等

の

交

付

等

に

関

し

、

返

還

を

求

め

た

 

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

正

当

な

理

由

が

な

く

返

還

に

応

じ

な

い

も

の

に

対

し

、

必

要

な

指

導

を

行

う

こ

と

が

で

 

き

る

。 

２ 

区

長

は

、

前

項

の

指

導

を

受

け

て

こ

れ

に

従

わ

な

い

も

の

に

対

し

て

は

、

改

め

て

返

還

す

る

よ

う

期

間

を

 

定

め

て

勧

告

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

公

表

） 

第

十

五

条 

区

長

は

、

前

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

く

勧

告

を

受

け

た

も

の

が

、

正

当

な

理

由

が

な

く

そ

の

勧

 



告

に

従

わ

な

い

と

き

は

、

そ

の

旨

を

公

表

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 
２ 
区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

公

表

を

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

当

該

勧

告

を

受

け

た

も

 
の

に

そ

の

理

由

を

通

知

し

、

そ

の

も

の

が

意

見

を

述

べ

、

証

拠

を

提

示

す

る

機

会

を

与

え

た

上

で

、

次

条

の

 

港

区

暴

力

団

排

除

審

議

会

の

意

見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

港

区

暴

力

団

排

除

審

議

会

）

 

第

十

六

条 

こ

の

条

例

に

基

づ

く

暴

力

団

排

除

活

動

を

推

進

す

る

た

め

の

措

置

を

適

正

に

実

施

す

る

た

め

、

区

 

長

の

付

属

機

関

と

し

て

、

港

区

暴

力

団

排

除

審

議

会

（

以

下

「

審

議

会

」

と

い

う

。

）

を

置

く

。

 

２ 

審

議

会

は

、

区

長

の

諮

問

に

応

じ

、

次

に

掲

げ

る

事

項

に

つ

い

て

、

区

長

に

意

見

を

述

べ

る

も

の

と

す

る

。

 

 

一 

第

十

二

条

第

三

項

、

第

十

三

条

第

二

項

及

び

前

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

た

事

項

 

 

二 

前

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

必

要

と

認

め

る

事

項

 

３ 

審

議

会

は

、

区

長

が

委

嘱

し

、

又

は

任

命

す

る

委

員

十

人

以

内

を

も

っ

て

組

織

す

る

。 

４ 

委

員

の

任

期

は

、

二

年

と

し

、

再

任

を

妨

げ

な

い

。

た

だ

し

、

補

欠

の

委

員

の

任

期

は

、

前

任

者

の

残

任

 

 

期

間

と

す

る

。

 

（

広

報

及

び

啓

発

）

 

第

十

七

条 

区

長

は

、

区

民

等

及

び

事

業

者

が

暴

力

団

排

除

活

動

の

重

要

性

に

つ

い

て

理

解

を

深

め

る

こ

と

に

 

 

よ

り

、

暴

力

団

排

除

活

動

の

気

運

が

醸

成

さ

れ

る

よ

う

、

警

察

等

と

連

携

し

、

広

報

及

び

啓

発

を

行

う

も

の

 

 

と

す

る

。 



（

区

民

等

及

び

事

業

者

に

対

す

る

支

援

） 
第

十

八

条 

区

長

は

、

区

民

等

及

び

事

業

者

が

暴

力

団

排

除

活

動

に

自

主

的

に

、

か

つ

、

相

互

に

連

携

し

て

取

 

 

り

組

む

こ

と

が

で

き

る

よ

う

、

警

察

等

と

連

携

し

、

区

民

等

及

び

事

業

者

に

対

し

、

財

政

的

支

援

、

情

報

の

 

提

供

、

相

談

そ

の

他

の

必

要

な

支

援

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

青

少

年

に

対

す

る

措

置

等

）

 

第

十

九

条 

青

少

年

（

十

八

歳

未

満

の

者

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

教

育

又

は

育

成

に

携

わ

る

者

は

、

青

少

 

年

に

対

し

、

暴

力

団

に

加

入

し

、

又

は

暴

力

団

若

し

く

は

暴

力

団

関

係

者

に

よ

る

犯

罪

の

被

害

を

受

け

る

こ

 

と

が

な

い

よ

う

、

指

導

、

助

言

そ

の

他

の

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。 

２ 

区

長

は

、

前

項

に

規

定

す

る

措

置

を

円

滑

に

講

ず

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

、

警

察

等

と

連

携

し

、

青

少

年

 

 

の

教

育

又

は

育

成

に

携

わ

る

者

に

対

し

て

情

報

の

提

供

、

助

言

そ

の

他

の

必

要

な

支

援

を

行

う

も

の

と

す

る

。

 

（

警

察

等

の

長

へ

の

協

力

要

請

）

 

第

二

十

条 

区

長

は

、

第

十

条

か

ら

前

条

ま

で

に

定

め

る

措

置

を

講

ず

る

に

当

た

っ

て

、

必

要

が

あ

る

と

認

め

 

る

と

き

は

、

警

察

等

の

長

に

対

し

、

情

報

の

提

供

、

助

言

そ

の

他

の

必

要

な

協

力

を

求

め

る

も

の

と

す

る

。

 

（

国

、

東

京

都

及

び

他

の

区

市

町

村

へ

の

協

力

） 

第

二

十

一

条 

区

長

は

、

国

、

東

京

都

並

び

に

他

の

特

別

区

及

び

市

町

村

が

、

暴

力

団

排

除

活

動

に

関

す

る

施

 

策

を

円

滑

に

講

ず

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

、

情

報

の

提

供

、

助

言

そ

の

他

の

必

要

な

協

力

を

行

う

も

の

と

す

 

る

。 



（

区

民

等

及

び

事

業

者

の

安

全

確

保

の

た

め

の

措

置

） 
第

二

十

二

条 

区

長

は

、

祭

礼

、

興

行

そ

の

他

の

公

共

の

場

所

に

お

け

る

行

事

へ

の

暴

力

団

及

び

暴

力

団

関

係

 
者

の

関

与

、

区

民

等

及

び

事

業

者

が

暴

力

団

排

除

活

動

に

取

り

組

ん

だ

こ

と

に

よ

る

暴

力

団

及

び

暴

力

団

関

 

係

者

か

ら

の

報

復

そ

の

他

暴

力

団

関

係

者

が

そ

の

所

属

す

る

暴

力

団

の

威

力

を

示

し

て

行

う

行

為

に

よ

り

、

 

区

民

生

活

及

び

事

業

活

動

を

妨

げ

、

又

は

危

害

を

及

ぼ

す

お

そ

れ

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

警

察

署

長

に

 

対

し

、

区

民

等

及

び

事

業

者

の

安

全

を

確

保

す

る

た

め

に

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

よ

う

要

請

す

る

も

の

と

す

 

る

。 

（

個

人

情

報

の

提

供

）

 

第

二

十

三

条 

港

区

個

人

情

報

保

護

条

例

（

平

成

四

年

港

区

条

例

第

二

号

）

第

二

条

第

五

号

に

規

定

す

る

実

施

 

機

関

（

以

下

「

実

施

機

関

」

と

い

う

。

）

は

、

こ

の

条

例

に

基

づ

き

暴

力

団

排

除

活

動

を

推

進

す

る

た

め

、

 

必

要

に

応

じ

て

、

警

察

等

、

区

民

等

及

び

事

業

者

か

ら

必

要

な

個

人

情

報

（

同

条

第

一

号

に

規

定

す

る

個

人

 

情

報

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

提

供

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

２ 

実

施

機

関

は

、

こ

の

条

例

に

基

づ

き

暴

力

団

排

除

活

動

を

推

進

す

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

 

区

が

保

有

す

る

個

人

情

報

を

警

視

総

監

及

び

警

察

署

長

に

提

供

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

委

任

） 

第

二

十

四

条 

こ

の

条

例

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

こ

の

条

例

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

区

規

則

で

定

 

め

る

。 



 
 

 

付 

則 
１ 
こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

六

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２ 

第

十

条

の

規

定

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

以

後

に

お

い

て

飲

食

店

営

業

の

許

可

を

受

け

た

者

（

更

新

に

 

係

る

申

請

に

対

す

る

許

可

を

受

け

た

者

を

含

む

。

）

に

つ

い

て

適

用

す

る

。

 

（

説 

明

） 

 

区

に

お

け

る

暴

力

団

排

除

活

動

を

推

進

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

 

九の二  建築

基準  

法（昭和二
十五  

年法律第二

百一  
号）第十八

条第  

三項）同法
第八  

十七条第一

項に  
おいて準用

する  

場 合 を 含
む。）  

の規定に基

づく  
建築物に関

する  

確認（当該
建築  

物 を 移 転

し、そ  
の大規模の

修繕  

若しくは大
規模  

の模様替を

し、  
又はその用

途を  

変更する場
合（  

十の二の項

に掲  
げる場合を

除く。）  

に係るもの
に限  

る。）の申

請に  
対する審査  

 


